
種別 様式 届出先 方法 期限 該当事例・留意点

１

随時
届出

登録事項変更に係る届出書
（入管法施行規則別記第２９号の

１６様式）

登録支援機
関の住所を
管轄する地
方出入国在
留管理局

持参
又は
郵送

事由発生日
から１４日
以内

・登録申請書に記載した事項（氏名又は名称，
住所，代表者の氏名，支援業務を行う事務所の
所在地等）に変更があった場合には，届出が必
要。
・詳細については，本要領第９章第２節第１を
参照すること。

２
支援業務の休止又は廃止に係る届出書

（参考様式第４－１号）

・支援業務を休止し又は廃止した場合には，届
出が必要。
・支援業務の一部を休止又は廃止した場合には，
登録事項変更に係る届出書も併せて提出が必要。
・詳細については，本要領第９章第２節第３を
参照すること。

３
支援業務の再開に係る届出書
（参考様式第４－２号）

再開予定日
の１か月前
まで

・支援業務の休止の届出を行った者が支援業務
を再開する場合には，届出が必要。
・詳細については，本要領第９章第２節第３を
参照すること。

４
定期
届出

支援実施状況に係る届出書
（参考様式第４－３号）

支援委託契
約の相手方
（特定技能
所属機関）
の住所を管
轄する地方
出入国在留
管理局

翌四半期の
初日から
１４日以内

・特定技能所属機関から委託を受けた１号特定
技能外国人支援計画の実施状況について，四半
期ごとに届出が必要。
・特定技能所属機関ごとに届出書の作成が必要。
・詳細については，本要領第９章第２節第４を
参照すること。

届出一覧表（登録支援機関） ＜別紙５＞＜別紙５＞


